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標記の件について、７月 19 日に開催された文化審議会文化財分科会（会長：島谷弘幸）

において、本市が作成した「島原市文化財保存活用地域計画」の認定が文化庁長官に答申

され、これを受け、同日付で文化庁長官により認定されましたので、お知らせいたします。 

文化財保存活用地域計画は平成 30 年の文化財保護法改正により制度化されたもので、本

市では令和３年度から作成を開始し、有識者をはじめ、多くの市民の皆さまのご助言も得

ながら作成を進めてきました。 

今後は本計画にもとづき文化財保護にかかる諸施策を実施していくことになります。 

なお、今回の認定により全国の認定件数は合計 169 件（今回 30 件が認定）となり、長崎

県下では平戸市（令和元年７月認定）に続いての認定となります。 

 
 

 

◆文化財保存活用地域計画は、市町村における文化財の保存と活用に関する総合的な法

定計画です。市町村の総合計画の下に体系づけられ、文化財保護行政の中・長期の方向

性を示すマスタープランと短期に実施する具体的な事業を記載するアクションプラン、

両方の役割を担う計画です。 

◆地域の歴史や文化にまつわるコンテクスト（文脈）に沿って多様な文化財を俯瞰し、総

合的・一体的に保存・活用することにより、地域の特徴をいかした地域振興に資すると

ともに、確実な文化財の継承につなげることを目的とした計画です。 

◆「島原市文化財保存活用地域計画」については別添の概要版をご覧ください。下の２ 

次元コードからもアクセスできます。 

 
 
 
 
 
 

 
【文化庁長官認定！】 

島原市文化財保存活用地域計画 

担当：島原市教育委員会社会教育課 

   文化財保護推進室 担当：大津・吉岡 

電話：直通 0957-68-5473 

E-mail：shakyo@city.shimabara.lg.jp 

未来へつなぐ島原らしさ 暮らし続けたい、訪れてみたい、魅力あふれるまち 

文化財保存活用地域計画とは 

報道解禁 全 国 一 斉 

◆ラジオ･テレビ･インターネット 

令和６年７月 19 日（金）17 時以降 

◆新聞  

令和６年７月 20 日（土）付朝刊 

島原市文化財保存活用地域計画 

mailto:shakyo@city.shimabara.lg.jp


 島原市文化財保存活用地域計画の文化庁長官の認定に係る 

島原市長のコメント 
 
 令和６年７月１９日に開催された文化審議会文化財分科会において、本市が

作成しました島原市文化財保存活用地域計画について認定の答申がなされ、同

日付で文化庁長官の認定を受けました。 

 本計画では、本市が全国に誇る豊かな自然、歴史、湧水等をはじめとする歴

史文化資源を「島原ふるさと遺産」として位置付け、これらを適切に保存しな

がらも観光やまちづくり等に活用していくこととしています。 

 人口減少社会が叫ばれる中で、どのようにすれば島原の多彩な歴史文化を次

世代に引き継いでいくことができるのか、今後も市民の皆様のご理解とご協力

をいただきながら文化財の保護に取り組んでまいりたいと思います。 

 今回の認定は現在、本市が取り組んでおります島原城跡の国史跡指定に向け

た取り組みにおきましても大きな励みになりますとともに、引き続き取り組み

を進めてまいりたいと思います。 
 

令和６年７月１９日   

島原市長 古川 隆三郎 



島
原
市
文
化
財
保
存
活
用
地
域
計
画

ー
概
要
版
ー

令
和
Ჰ
年
Ჱ
月

島
原
市
教
育
委
員
会



　島原市では、 雲仙普賢岳噴火災害以降の観光客数の減少、 超高齢社会による人口減少といった現状から、 これま

で受け継がれてきた多様な歴史や文化を後世につなげ、 観光振興に活用することが求められています。 また、 『第７次

島原市市勢振興計画』 における将来像として、 「未来へつなぐ島原らしさ 暮らし続けたい、 訪れてみたい、 魅力あふれ

るまち」 を掲げており、 この実現のために文化財を適切に保存しながら、 積極的に活用していくという持続可能な文化財

保護を促進する必要があります。

　こうした目的を達成するためのマスタープラン及びアクションプランとして、 文化財保護法第 183 条の３に基づく文化財

保存活用地域計画 （以下、 「地域計画」 という。） を作成することになりました。

地域計画の計画期間は、 令和６年度 （2024） ～令和 15 年度 （2033） までの 10 年間とします。　

　建造物は 359 件、 美術工芸品は

399 件となっています。

　建造物には、 島原城下町や島原

街道沿いの武家屋敷や町家などがあ

ります。

　美術工芸品には、 先史から古代ま

での遺跡で出土した遺物や中世以前

の仏教遺物、 島原藩に関係する資

料などがあります。

　無形文化財は３件となってい

ます。

　島原藩主であった松倉重政も

しくは松平忠房の時代に始まっ

たといわれる先踊や湯江地区で

日清戦争の凱旋祝いで躍ったと

いわれる戸田名千人浮立など

があります。

　有形の民俗文化財は 38 件、 無形

の民俗文化財は59 件となっています。

　有形の民俗文化財には、 水の信仰

に関係するものや伝統産業に使用され

てきた用具などがあります。

　無形の民俗文化財には、 古くから行

われている伝統行事や食文化などがあ

ります。

計画の背景と目的
概要

計画期間

概要

島　　原

ふるさと

遺　　産

とは？

　文化財保護法第２条、 第 92 条、 第 147 条に規定される文化財に、 地域の人々の営みの中から生

み出され、 今日まで受け継がれてきた近代産業や火山災害、 湧水、 民謡、 民間伝承、 地名、 方

言等の未指定文化財をを加えたものを、 地域計画では 「島原ふるさと遺産」 に位置付けました。

　現在、 島原ふるさと遺産は 1,276 件把握しており、 そのうち指定等文化財は 132 件、 周知の埋蔵

文化財包蔵地 （以下、 「埋蔵文化財」 という。） は 103 件となります。 また、 島原市の歴史文化を語

る上で特に重要な埋蔵文化財 44 件を含めた未指定文化財は 1,085 件となります。

概要

有形文化財 無形文化財 民俗文化財
概要

鵜殿家住宅旧主屋 （国登録） 先踊 （市指定）

概要 概要

具雑煮

島原ふるさと遺産の概要

　文化的景観は１件となっており、 民家周辺を石垣が囲

む、 本市特有の町並みが残る大下町のまちなみがあり

ます。

文化的景観
概要

　伝統的建造物群は３件となっており、 武家屋敷街であ

る鉄砲町や近世城下町の面影が残る森岳商店街などが

あります。

伝統的建造物群
概要
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　遺跡 （史跡） は 127 件、 名勝地 （名勝） は 10 件、 動物、 植物、 地質鉱物 （天然記念物） は 70 件となっています。

　遺跡 （史跡） には、 古墳時代から江戸時代に至るまでの幅広い時代の歴史を伝える重要な遺跡があります。 また、 か

つて島原街道として利用されていた道もあります。

　名勝地 （名勝） には、 人々の信仰の対象となってきた温泉岳や湧水を利用した庭園などがあります。

　動物、 植物、 地質鉱物 （天然記念物） には、 温泉岳に関係する植物や山岳、 沖田畷の戦いの戦勝記念で植えられ

たと伝わる樹木などがあります。 

　周知の埋蔵文化財包蔵地は、 103 件となっています。

　湯江地区や大三東地区、 三会地区、 杉谷地区を中心に、 縄文時代や弥

生時代の遺跡が多く分布しています。 また、 三会地区や杉谷地区、 森岳地

区を中心に沖田畷の戦いに関係する遺跡が分布しています。

　島原市には、 この地に住む人々が、 貴重な自然を

育む雲仙岳の恵みに “感謝” し、 その恵みを利用し

て生活をしてきた一方で、 自然の脅威とともに生き、

“慰霊” の心を伝える歴史文化が今も息づいています。

　島原市には、有明海で行われた交流を通じて“活気”

づくことで発展していった歴史文化や、 雲仙岳と同様

に、 有明海の自然の脅威とともに生き、 “慰霊” の心

を伝える歴史文化が各地に残っています。

　島原市では、 島原城を中心とした城下町とその周辺

を取り巻く里が相互に関わりをもちながらも、 “信仰”

心や発展にかける “情熱” といった思いをもった人々

によって地域らしさが大切にされ、 各地区が発展して

きました。 こうした地域らしさは現在も各地区の人々の

アイデンティティとなっています。

記念物
概要

熊野神社の大椋 （県指定）
埋蔵文化財
概要

　その他には、 島原市の歴史文化を

語るうえでかかせない近代産業や火山

災害、 湧水、 民謡・民間伝承、 地名・

方言を分類しました。　

その他

概要

浜の川湧水

概要

概要

概要

雲仙岳の恩恵と畏怖の念

有明海で育まれた交流と生活文化

雲仙岳と有明海に囲まれた里とまちの発展

島原市の歴史文化の特徴
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　島原ふるさと遺産は、 先人たちの郷土愛やまちおこしにかけた情熱など様々な 「オモイ」 （＝価値） によって現在まで伝

えられてきました。

　そこで、私たちも、先人たちが継承してきた様々な「オモイ」を次世代に継承し、島原ふるさと遺産を残していきたいと考え、

以下の基本理念を掲げます。

　島原市では “郷土を愛する” 先人たちが地域の歴史文化に気づき、 島原市の多様

な歴史文化の魅力を私たちに伝えてきました。 私たちが先人たちから受け継いだ価値を

知り、 島原にある歴史文化に気づくことで、 新たな島原ふるさと遺産の発見につながりま

す。

　島原市では “郷土を愛する” 先人たちが地域の歴史文化について理解を深め、 その

魅力を発信してきました。 私たちが島原にある歴史文化に対する理解を深めることで、

島原にある価値を共有することにつながります。

概要

島原にある “価値” をつなぐ
こ　　　こ オ　モ　イ

【基本理念】

島原にある “価値” を
こ　　　こ オモイ

「しる」

島原にある “価値” を
こ　　　こ オモイ

「つたえる」

概要

概要

【基本方針】

島原にある “価値” を
こ　　　こ オモイ

「ひろめる」
　島原市では “郷土を愛する” 先人たちが中心となり、 島原市の多様な歴史文化の魅

力について普及啓発や情報発信をしてきました。 そして、 その価値を伝えるべく様々な

努力を重ねてきました。 私たちが島原にある価値を多くの人々に発信していくことで、 島

原ふるさと遺産を保存していく担い手の育成にもつながります。

概要

島原にある “価値” を
こ　　　こ オモイ

「したしむ」
　島原市では “郷土を愛する” 先人たちが観光やまちづくりなど、 島原市の歴史文化に

親しむ場を創出してきました。 私たちが先人たちから受け継いだ価値に親しむことで、

島原ふるさと遺産の多様な活用が可能となり、 より多くの人々が親しめることにつながりま

す。

概要

島原にある “価値” を
こ　　　こ オモイ

「ほこる」
　本市では “郷土を愛する” 先人たちが各地区の歴史文化に誇りをもち、 その価値を

継承してきました。 私たちが本市の歴史文化に誇りをもつことで、 島原にある価値を次

世代に継承していくことにつながります。

概要

島原ふるさと遺産の把握やその

後の調査研究が不十分である。

基本方針 課題 方針 主な措置

【方針１】

島原ふるさと遺産の調査 ・

研究の推進

①無形文化財 ・ 民俗文化財の把握調査

②「しまばらんお宝彩八見」 事業

③市史編纂事業

④祭礼 ・ 行事記録事業

「
し
る
」

島
原
に
あ
る
価
値
を

こ
　
　
　
こ

オ
モ
イ

島原ふるさと遺産の保存 ・ 活用に関する基本理念と基本方針

島原ふるさと遺産の保存 ・ 活用に関する基本理念と基本方針
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島原ふるさと遺産の価値付けが

十分に行われていない。

「
ひ
ろ
め
る
」

島
原
に
あ
る
価
値
を

こ
　
　
　
こ

オ
モ
イ

「
し
た
し
む
」

島
原
に
あ
る
価
値
を

こ
　
　
　
こ

オ
モ
イ

「ほ
こ
る
」

島
原
に
あ
る
価
値
を

こ
　
　
　
こ

オ
モ
イ

【方針２】

島原ふるさと遺産の指定等

の推進

①地方指定 （登録） 制度の在り方の検討

②島原ふるさと遺産制度の創設

③長崎県景観資産への登録推進

島原ふるさと遺産の保存措置

が十分に行われていない。

【方針３】

島原ふるさと遺産の適切な

保存施策の実施

①市文化財保護指導員制度の創設と

　 パトロール体制整備

②指定等文化財保存事業

島原ふるさと遺産の防災 ・ 防

犯に向けた体制 ・ 対策が十分

ではない。　　　　　　

【方針４】

島原ふるさと遺産の防災 ・

防犯対策の充実

①文化財防災の体制やマニュアルの整備

②防火対策の把握調査

③文化財防犯パトロール

島原ふるさと遺産を保存する施

設が十分ではない。

【方針５】

島原ふるさと遺産の保存施

設等の整備の推進

①埋蔵文化財収蔵庫の収蔵機能強化

②民具資料の保存施設整備

島原ふるさと遺産の保存に向け

た広域連携が十分ではない。

【方針６】

島原ふるさと遺産の広域連

携による保存体制の構築

①災害時の文化財レスキューに関わる

   連携強化

②ジオサイト保全事業

島原ふるさと遺産の魅力につい

て十分な普及啓発や情報発信

ができていない。

【方針７】

島原ふるさと遺産の普及啓

発と魅力発信の推進

①島原ふるさと遺産データベースの構築と

   公開

②島原ふるさと遺産ハンドブックの作成

③食育推進事業　

【方針８】

島原ふるさと遺産の積極的

な公開活用の推進

①島原ふるさと遺産の公開活用事業

②六次産業化と地域ブランドづくり

③いつでも現説！事業

島原ふるさと遺産の公開活用が

十分に行えていない。

【方針９】

島原ふるさと遺産の活用を

促進するための施設整備の

推進

①案内板規格の統一化と設置

②民間展示施設への協力 ・ 助言

③出張展示の実施

島原ふるさと遺産の活用を促

進するための施設整備が不十

分である。

広域連携に向けた関係各課や

民間団体等と連携した取組が

ほとんどできていない。

【方針 10】

島原ふるさと遺産を活かし

た広域的な連携

①「島原半島うみやま街道」 の魅力向上

   に向けた取組

②ジオパーク活動との連携強化

島原ふるさと遺産の保存 ・ 活

用の担い手の育成が十分では

ない。

【方針 11】

島原ふるさと遺産を大切に

思う 「こころ」 と 「ひと」 の

育成

①学習活動の支援

②デリバリー学芸員事業

③文化財ボランティアの育成

島原ふるさと遺産の保存 ・ 活

用を推進する人々への支援が

不足している。

【方針 12】

島原ふるさと遺産を守り、

活かす 「ひと」 への支援

①島原ふるさと遺産活用支援組織の構築

②顕彰制度の創設

③次世代の専門人材の育成支援

「つ
た
え
る
」

島
原
に
あ
る
価
値
を

こ
　
　
　
こ

オ
モ
イ

基本方針 課題 方針 主な措置
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　指定 ・ 未指定に関わらず多種多様な有形 ・ 無形の文

化財や周辺環境を歴史文化に基づく関連性、 テーマ、

ストーリーによって一定のまとまりとして捉えたものです。

この関連文化財群を設定し、 島原ふるさと遺産を総合

的かつ一体的に保存 ・ 活用することで、 文化財の多面

的な価値 ・ 魅力を発見することが可能となり、 島原市の

歴史文化の維持 ・ 継承につなげます。

　今回の計画では、 歴史文化の特徴を踏まえ、 ７つの

関連文化財群「島原にある７つの物語」を設定しました。

　江戸時代になると、 島原市は島原藩の歴代藩主に統

治されるようになり、 島原城を中心として発展することと

なりました。

　特に松倉重政や松平忠房の功績は大きく、 整備され

た城下町の面影は随所から見ることができます。

島原にある７つの物語
こ　　　 こ

関連文化財群とは？

第４話

島原 “七万石” 物語 
～お城 ・ まち ・ 人の物語～
概要

しち　　まん　　ごく

構成文化財の例

関連文化財群と文化財保存活用区域の設定

　雲仙岳や有明海では、 貴重な植生や多様な動植物を

見ることができ、 国立公園やジオパーク、 県立公園とし

て保護されています。

　このような豊かな自然を利用して、 人々は古くから生

活を行ってきました。 農業や漁業は今でも行われ、 様々

な郷土料理が受け継がれています。

・ 温泉岳 （国指定）

・ 眉山

・ 大野原遺跡

・ スクイ

・ 有明ガネ

・ ハマボウ

第１話

島原 “海 ・ 山” 物語 
～海 ・ 山が育む豊かな自然と人の物語～
概要

構成文化財の例 眉山

　島原市は古くから 「水の都」 と呼ばれ、 市内各所に

湧水地があり、 洗い場や飲料水に利用されています。

　江戸時代には庭園にも利用されるようになり、 美しい池

泉庭園を生み出しました。

　近代になるとまちづくりにも活かされるようになり、 島原

市の観光産業を支えています。

・ 小早川氏庭園 （国登録）

・ 旧伊東氏庭園 （四明荘庭園）

　（国登録）

・ かんざらし

・ 浜の川湧水

・ 下の丁の水路

第２話

島原 “水” 物語 
～癒しと豊かさをもたらす湧水と人の物語～
概要

構成文化財の例 小早川氏庭園 （国登録）

　雲仙岳を対象とした山岳信仰、 水の恵みへの感謝や

農耕、 異国からもたらされた信仰など、 多様な信仰が

古来より人々の心を支えてきました。 これらの信仰は今

も人々の心に受け継がれていることが、 各地に建てられ

た神社仏閣や、 今も行われるまつりなどからうかがえま

す。

第３話

島原 “祈” 物語 
～多彩な神仏と人の物語～
概要

いのり

構成文化財の例

・ キリシタン墓碑 （市指定）

・ 水権現の力石 （市指定）

・ 各地にある温泉神社

・ 風除祭

・ 水神祠

・ 温泉山信仰

風除祭

・ 島原城跡 （県指定）

・ 旧島原藩日記 （市指定）

・ 小早川家住宅主屋 （国登録）

・ 時鐘楼

・ 鉄砲町

・ 島原の城下町 （森岳商店街）

島原城跡 （県指定）

　島原藩は古典籍類を収集していた松平忠房の考えに

基づき、 藩校や寺子屋をつくり、 藩内の人々の学術振

興に力を入れました。

　特に力を入れていた医学では、 多くの学者が活躍をし、

島原市の医学の発展に大きく貢献したといえます。

第５話

島原 “学” 物語 
～島原を支えた学びの物語～
概要

まなび

構成文化財の例

・ 旧島原藩薬園跡 （国指定）

・ 肥前島原松平文庫 （県指定）

・ 市川泰朴の解体図 （市指定）

・ 稽古館跡

・ 常盤御茶屋跡 （済衆館跡）

・ 神習処跡

旧島原藩薬園跡 （国指定）

こ　　こ

５



　文化財が特定の地区に集中している場合に、 その周辺環境を含め当該文化財 ( 文化財群 ) を核として文化的な空間

を創出することを目的として、 区域の地区特性や歴史文化の特性に応じて市町村が独自に設定した計画区域です。 多

様な文化財が集中する区域を設定して面的に保存 ・ 活用を図ることで、 魅力的な空間の創出につながることが期待され

ます。

　今回の計画では、 森岳地区と霊丘地区を合わせた区域を文化財保存活用区域 「島原の礎のまち　島原城下保存活

用区域」 として設定しました。

島原の礎のまち　島原城下保存活用区域
文化財保存活用区域とは？

　縄文時代から行われてきた海上交通は、 現在も島原

港を中心として行われています。

　陸上交通は、 近代まで島原街道が中心でしたが、 島

原鉄道が開通した後は、 鉄道が中心となり、 島原市の

近代化に大きく貢献しました。

第６話

島原 “交” 物語 
～道がつなぐ人々の交わりの物語～
概要

まじわり

構成文化財の例

・ 大野原遺跡

・ 景華園遺跡

・ 殿様道路の石畳

・ 三会往還

・ 国鉄 C12 形蒸気機関車

・ 島原鉄道

島原鉄道

　島原大変と雲仙普賢岳噴火災害は島原市に甚大な被

害をもたらし、 人々の生活に大きな影響を与えました。

　今もその痕跡と災害からの復興の歴史を伝える島原ふ

るさと遺産や、 犠牲者への慰霊を示す島原ふるさと遺

産が各地に残されています。

第７話

島原 “災” 物語 
～二つの災害と立ち上がった人々の物語～
概要

わざわい

構成文化財の例

・ 平成新山 （国指定）

・ 流死菩提供養塔 （市指定）

・ 眉山

・ 九十九島

・ 白土湖

・ いのりの日

平成新山 （国指定）

　現在の島原の礎は、 松倉重政が元和

４年 （1618） に島原城の築城を開始し、

併せて周辺の城下町を整備したことに始

まります。 これ以降、 島原市は島原藩

の政治、 経済の中心地として繁栄してき

ました。

　森岳地区には、 鉄砲町を始めとする武

家屋敷が保存され、 歴代藩主の墓地及

び供養塔も各寺院につたえられていま

す。

　霊丘地区は中近世から商人地であった

ため、 町家が多く残され、 商人地として

の佇まいを留めています。

　また、 両地区とも豊かな湧水に恵まれ

ており、 「湧水の都 ・ 島原」 にふさわし

い景観を見ることができます。

・ 島原城跡 （県指定）

・ 藩主松倉豊後守重政の墓 （市指定）

・ 西川家住宅 （国登録）

・ 旧伊東氏庭園 （四明荘庭園） （国登録）

・ 鉄砲町

・ 島原の城下町 （森岳商店街）

概要 代表的な島原ふるさと遺産 鉄砲町

６



概要

『島原市文化財保存活用地域計画 - 概要版 -』

島原市教育委員会社会教育課文化財保護推進室

〒859-1415　長崎県島原市有明町大三東戊 1327 番地

Tel　0957-68-5473 ７

島原ふるさと遺産の保存 ・ 活用に向けた推進体制

　島原ふるさと遺産の保存 ・ 活用は、 島原市教育委員会社会教育課文化財保護推進室を中心として、 庁内関係部局等

と連携して進めるため、 庁内連絡会議を設置し、 事業計画や実施について継続的に情報共有を図ります行政だけではなく、

市民、 企業 ・ 団体、 教育研究機関とも連携して島原ふるさと遺産の保存 ・ 活用に取り組み、 事業をより一層推進してい

きます。

・ 情報発信に関わる連携体制の構築

・ 行政内で連携できる庁内連絡会議

　の設置や意見交換体制の整備

・ まちづくりに関する団体との連携強化

課題

　島原ふるさと遺産の保存 ・ 活

用を推進するため、 市民 ・ 専門

家 ・ 団体 ・ 行政などが連携した

体制を構築します。

方針

①島原ふるさと遺産活用連携事業

②若年層との連携強化

③まちづくり協議会との連携強化

④文化財保存活用地域計画推進協議会の

　 開催

⑤庁内関係課の連携強化

主な措置



25 島原市文化財保存活用地域計画【⻑崎県】
【計画期間】 令和6〜15年度（10年間）
【面 積】 82.97㎢
【人 口】 約4.3万人
【関連計画等】
島原半島ユネスコ世界ジオ
パーク（H27年11⽉）

推進体制

指定等文化財件数一覧（令和６年４⽉現在）

歴史文化の特徴
１．雲仙岳の恩恵と畏怖の念

２．有明海で育まれた交流と⽣活文化

３．雲仙岳と有明海に囲まれた⾥とまちの発展

市内各所でみられる湧水は、まちづくりや食文化、生活文化にも影響を与えてきた。人々は“感
謝”を表すため、市内各所に水権現や水神祠を作り、“信仰”の対象として⼤切に祀っている。また、
雲仙岳は修験道の霊場であり、そのことを示す石造物などが多く所在している。こうした、雲仙
岳に対する“信仰”は、半島各地の温泉神社で今も人々の間に受け継がれている。一方、人々は雲
仙岳のもたらす⾃然の脅威と向き合い続けてきた。寛政４年（1792）に起きた島原⼤変では多く
の人々が犠牲となったことから、 “慰霊”のための供養塔や回向堂が建⽴され、今も地域の人々に
よって⼿厚く供養され続けている。平成２年（1990）に始まった普賢岳噴⽕でも多くの人々が犠
牲となった。この災害の教訓については、“慰霊”のための⾏事や雲仙岳災害記念館（がまだす
ドーム）などを通じて、多くの人々に継承されている。このように、本市に住む人々は貴重な⾃
然を育む雲仙岳の恵みに“感謝”し、その恵みを利用して生活をしてきた。その一方で、⾃然の脅
威とともに生き、“慰霊”の心を伝える歴史文化も息づいている。

有明海は縄文時代から交流の場として利用されてきた。近代には船津新地や湊新地を中心に湊町
が繁栄し、“活気”にあふれたことから、現在も熊本市や⼤牟⽥市との間を結ぶ航路の⽞関口と
なっている。また、有明海で獲れる海産物は様々な郷⼟料理に使用され、島原の食文化を⽀え続
けている。一方、寛政４年（1792）の島原⼤変では⼤津波が、対岸の肥後・天草を襲い、反射し
た波は島原を襲いました。この⼤津波により溺死体が多く打ち上げられたことから、“慰霊”のた
めの供養碑が各地に建⽴されている。このように、本市には有明海で⾏われた交流を通じて“活
気”づくことで発展していった歴史文化や、雲仙岳と同様に、有明海の⾃然の脅威とともに生き、
“慰霊”の心を伝える歴史文化が各地に残っている。

雲仙岳の噴⽕により形成された地形や有明海に面した⼟地を利用した生活により、湯江地区や⼤
三東地区、三会地区、杉⾕地区を中心とした⾥の文化が形成された。こうした⾥では農耕に関わ
る“信仰”も盛んになり、現在も各神社で⾵除祭などの農耕儀礼が脈々と受け継がれている。江⼾
時代以降、島原⽊綿や和ろうといった産業が盛んとなった。一方、島原城の築城に伴い城下町が
整備され、今も当時の町割りがよく残っている。明治44 年（1911）に植⽊元太郎の“情熱”と尽
⼒により開業した島原鉄道は本市の近代化に貢献してきた。このように、本市では、島原城を中
心とした城下町とその周辺を取り巻く⾥が相互に関わりをもちながらも、“信仰”心や発展にかけ
る“情熱”といった思いをもった人々によって地域らしさが⼤切にされ、各地区が発展した。こう
した地域らしさは現在も各地区の人々のアイデンティティとなっている。

【所管課】 社会教育課文化財保護推進室

関係課

島原市
文化財保
護審議会

各種企業
団体

協働・連携
連携

報告・相談

指導・助言等 市⺠

各種教育
機関

指定等文化財は、１３２件
未指定文化財は、１,０８５件把握

(仮称)島原市
文化財保存活
用地域計画推
進協議会

指導・助言等
報告・相談

国指定・
選定

県指定 市指定 国登録 合計

0 0 14 37 51

絵画 0 0 0 0 0

彫刻 0 0 18 0 18

工芸品 0 1 5 0 6

書跡 0 0 3 0 3

典籍 0 1 2 0 3

古文書 0 0 0 0 0

考古資料 0 1 3 0 4

歴史資料 0 2 8 0 10

0 0 1 0 1

0 0 0 0 0

0 0 4 0 4

0 0 2 0 2

1 2 14 0 17

1 0 0 2 3

3 4 3 0 10

0 - - - 0

0 - - - 0

5 11 77 39 132

文化的景観

伝統的建造物群

合計

有形文化財

無形文化財

民俗文化財

記念物

美術工芸品

芸能

工芸技術

有形の民俗文化財

無形の民俗文化財

建造物

遺跡（史跡）

名勝地（名勝）

動物、植物、地質鉱物
（天然記念物）

島原市庁内連絡会



【基本理念】島原(ここ)にある“価値(オモイ)”をつなぐ

方針

課題
１.基本方針「しる」に関する課題

・島原ふるさと遺産の把握や調査研究が不⼗分

２.基本方針「つたえる」に関する課題
・島原ふるさと遺産の価値づけが不⼗分
・保存措置が不⼗分
・防災・防犯に向けた体制・対策が不⼗分
・保存施設が⼗分ではない
・保存に向けた関係⾃治体との広域連携が不⼗分

３.基本方針「ひろめる」に関する課題
・普及啓発や情報発信ができていない

４.基本方針「したしむ」に関する課題
・公開活用が⾏えていない
・活用のための施設整備が不⼗分
・関係課や⺠間団体との連携ができていない

５.基本方針「ほこる」に関する課題
・保存・活用の担い⼿育成が不⼗分
・保存・活用を推進する人々への⽀援が不⼗分

基本方針１ しる 調査・研究の推進

歴史文化探索イベントを
継続して実施し、未指定文化
財の把握や価値づけを⾏う。

■⾏政、市⺠、企業団体、教育
■R6~15

取組み内容の例

1-6.「しまばらんお宝彩⼋⾒」事業

基本方針２ つたえる
指定等の推進/保存施策の実施/防災・防犯対策の充実/広域連
携による保存体制の構築

建造物の把握調査を⾏い国登
録文化財への登録を推進する。
■⾏政、市⺠、企業団体、教育
■R6~15

2-7.国登録文化財への登録推進

基本方針１ しる 基本方針４ したしむ
基本方針２ つたえる 基本方針５ ほこる
基本方針３ ひろめる

基本方針５ ほこる 人材育成/⽀援

学習教材を作成し、郷⼟学習
を促進するカリキュラムを作
成する。
■⾏政、教育、市⺠、企業団体
■R6~15

11-2.学習活動の支援

【方針１】島原ふるさと遺産の調査・研究の推進
・無形文化財や天然記念物等、まだ把握できていない島原
ふるさと遺産の把握調査を実施する。等

【方針２】島場ふるさと遺産の指定等の推進
・未指定となっている島原ふるさと遺産の保護施策として、
新たに島原ふるさと遺産制度を創設する。等

【⽅針３】島原ふるさと遺産の適切な保存施策の実施
・肥前島原松平文庫をはじめとする古文書や埋蔵文化財、鉄
砲町等の島原ふるさと遺産を適切に保存管理していく施策
を実施する。等

【方針４】島原ふるさと遺産の防災・防犯対策の充実
・島原ふるさと遺産を様々な災害から守るため、国や県と連
携した文化財防災⾏動マニュアルの作成や文化財避難マニ
ュアルの作成等を⾏う。等

【方針５】島原ふるさと遺産の保存施設等の整備の推進
・島原ふるさと遺産を収蔵している施設の収蔵スペース確保
や保存のための設備充実等を⾏う。等

【方針６】島原ふるさと遺産の広域連携による保存体制の構築
・⻑崎県内の他の⾃治体や、姉妹（兄弟）都市等との災害時
の連携を強化する。等

【方針７】島原ふるさと遺産の普及啓発と魅⼒発信の推進
・島原ふるさと遺産の情報のデジタル化を図り、市のホーム
ページ上に公開します。等

【方針８】島原ふるさと遺産の積極的な公開活用の推進
・旧島原藩薬園跡や島原鉄道を活用した取組を推進する。

【方針９】島原ふるさと遺産の活用を促進するための施設整備の推進
・島原ふるさと遺産の魅⼒を向上させるため、⼗分に活用で
きていない建造物を中心に周遊やまちづくり等の拠点施設
として整備する。等

【方針10】島原ふるさと遺産を活かした広域的な連携
・島原半島３市で連携し、島原半島各地に所在する石造物の
情報発信等を実施する。等

【方針11】島原ふるさと遺産を⼤切に思う「こころ」と「ひ
と」 の育成
・郷土クラブ等の部活動以外で子どもたちが島原ふるさと
遺産に親しむ機会を創出する。等

【方針1２】島原ふるさと遺産を守り、活かす「ひと」への支援
・島原ふるさと遺産の保存・活用に向けた専⾨知識をもつ
「ひと」の育成やその育成の場の提供を実施する。等

25 島原市文化財保存活用地域計画【⻑崎県】

１.基本方針「しる」に関する方針

2.基本方針「つたえる」に関する方針

３.基本方針「ひろめる」に関する方針

４.基本方針「したしむ」に関する方針

５.基本方針「ほこる」に関する方針

基本方針



歴史文化資源の一体的・総合的な保存と活用（関連文化財群と文化財保存活用区域）

関連文化財群
「島原にある７つの物語」

25 島原市文化財保存活用地域計画【⻑崎県】

第1話 島原“海・⼭”物語〜海・⼭が育む豊かな⾃然と⼈の物語〜

第2話 島原“⽔”物語〜癒しと豊かさをもたらす湧⽔と⼈の物語〜

第3話 島原“祈”物語〜多彩な神仏と⼈の物語〜

島原市は「水の都」と呼ばれるように、市内各所で湧水地がある。こうした湧水は
人々の生活に⽋かせないものであり、現在でも洗い場や飲料水に利用されている。
また、江⼾時代には湧水庭園が営まれ、現在もまちづくりに活かされている。

島原では雲仙岳を対象とした⼭岳信仰や湧水や農耕に関する信仰、異国からもた
らされた信仰など、多様な信仰が古来より人々の心を⽀えてきた。現在でも各地
域で農耕儀礼が⾏われている。

雲仙岳一体では貴重な植生がみられ、多くの登⼭客や観光客に親しまれている。
有明海に面する海岸部では島原⼤変の痕跡である九⼗九島など美しい景観がみら
れる。有明海は豊かな海産物をもたらし、郷⼟料理など地域ならではの食文化が
みられる。

第4話 島原“七万石”物語〜お城・まち・⼈の物語〜
江⼾時代に島原城の築城にあわせて武家屋敷街や城下町が整備された。城下町に
は歴代藩主に関係する社寺や墓所が多く残されている。

第5話 島原“学”物語〜島原を支えた学びの物語〜
島原藩では学術振興に⼒を⼊れたため、江⼾時代以降も本市の発展を⽀えた。藩
校稽古館では松平忠房が収集した肥前島原松平文庫が使用された。医学校済衆館
は島原藩の医学の発展に貢献した。この他にも私塾が開かれ、丸⼭作楽の神習処
では町人や農⺠にも学問を教え、現在も記念祭が⾏われている。

第6話 島原“交”物語〜道がつなぐ⼈々の交わりの物語〜
島原は有明海交通や島原街道を利用した陸上交通が発達した。島原街道沿いには江
⼾時代や明治時代から続く町家が⽴ち並んでいる。明治時代には島原鉄道が開通し、
島原市の近代化に貢献した。

第7話 島原“災”物語〜⼆つの災害と⽴ち上がった⼈々の物語〜
寛政4(1792)年に発生した島原⼤変では多くの犠牲者が出た。この災害からの復興
には島原藩のみならず地域住⺠も尽⼒し、新たな水路敷設や堰堤の造営を⾏った。
平成２年から続いた普賢岳噴⽕災害では⽕砕流や⼟石流による被害が発生した。こ
うした災害の教訓を後世に伝える島原ふるさと遺産が残されている。

島原市の文化財保存活用区域
島原の礎のまち 島原城下保存活用区域

現在の島原の礎は、松倉重政が元和4(1618)年に島原城を築城し、併せて
周辺の城下町を整備したことにはじまる。森岳地区と霊丘地区はこれ以降、
島原藩の政治・経済の中心地として繁栄してきた。島原城下には藩政時代
や近代に属する多様な島原ふるさと遺産が所在している。また、両地区は
豊かな湧水にも恵まれており、まちづくりやイベントに活用されている。



【関連文化財群】第2話 島原“⽔”物語〜癒しと豊かさをもたらす湧⽔と⼈の物語〜

25 島原市文化財保存活用地域計画【⻑崎県】

概要

関連文化財群に関する課題構成文化財

本市は古くから「水の都」と呼ばれるように、市内には50 か所を越える湧水地がある。それらは島原⼤変以前からある溶岩泉と島原⼤変以降に出来た扇状
地泉に⼤別できる。これらの湧水地は洗い場や飲料水に利用されるなど、人々の生活に⽋かせないものとなっていた。浜の川湧水をはじめとする湧水地に
は、今でも洗い場として利用されている。江⼾時代の武家屋敷が残る鉄砲町内の下の丁の水路は、温泉熊野神社境内の湧水地から水を引かれ、飲料水とし
て⼤切にされてきた。そのことは、『島原藩御触類集』に書かれている文章からも読み取ることができ、毎⽉１⽇、15 ⽇に掃除を⾏うことは⼤正年間まで
続いた。江⼾時代になると湧水は庭園にも利用され始めた。⼩早川⽒庭園は、湧水を主体とした池泉庭園だけではなく、水利用施設、用途により区分され
た導水路の系統なども⾒ることができる重要な文化財となっている。また、旧伊東⽒庭園（四明荘庭園）は、島原⼤変後に湧きだした湧水を利用した近代
の住宅庭園の様相をよく示している。近年になると湧水はまちづくりにも活かされるようになった。湧水で冷やした⼩さな団⼦に特製の蜜をかけて作った
郷⼟料理であるかんざらしは、今も本市の飲食店で食べることができ、観光客に人気の⽢味となってる。その他にも、島原⼿延べそうめんや島原の地酒な
ど湧水を利用した食文化があり、本市の観光業を⽀えている。また、湧水の美しさを伝え、守っていくために昭和53 年（1978）から、霊丘地区の一部で
鯉が放流され始め、鯉の泳ぐまちとして多くの観光客が訪れている。

・⺠俗文化財や水権現などの信仰をはじめとする無形文化財について把握調査が必要。
・湧水に関係する島原ふるさと遺産の保護施策を検討する必要がある。
・サイン設置が⼗分でないため、環境整備が必要。
・関係機関と連携して情報発信を図る必要がある。
・活用を図るため、⺠間団体等の活動を⽀援する必要がある。

（指定等文化財）

関連文化財群に関する方針
・湧水に関係する島原ふるさと遺産の把握調査を促進する。
・湧水に関係する島原ふるさと遺産を適切に保存する。
・湧水に関係する島原ふるさと遺産に親しめるような環境整備を図る。
・湧水に関係する島原ふるさと遺産の情報発信等の活用を関係機関や⺠間団体等と連携して実施する。

関連文化財群に関する主な措置
関2-1.無形文化財・⺠俗文化財の把握調査

無形文化財や⺠俗文化財の把握を⽬的とした調査を実施する。
また、記録保存が 必要なものは記録保存調査を実施する。

■⾏政、市⺠、企業団体、教育 ■R6〜15
関2-3.案内板規格の統一化と設置

島原ふるさと遺産の案内板について、市⺠や来訪者が理 解し
やすく、景観にも配慮した規格を定めて設置する。

■⾏政、企業団体、教育、市⺠ ■R6〜15
関2-4.島原ふるさと遺産の情報発信

ホームページや広報紙などの他、市⺠と連携して島原ふるさ
と遺産の魅⼒や活用事業に関する情報発信を⾏う。

■⾏政、教育、企業団体、市⺠ ■R6〜15

⼩早川⽒庭園(国登録)

古丁水源(未指定)

かんざらし(未指定)

市内⼩学６年生対象のふる
さと学習 地区内の遺跡巡り

肥前松平文庫古文書未整理調査事業


